
 

公益財団法人岐阜市国際交流協会 

令和５年度  事業計画書 

 

＜事業実施方針＞ 

当協会は、岐阜市の産業、経済、教育、文化等幅広い分野での国際交流活動の促進を図り、

国際化に対応したまちづくりと国際親善に寄与することを目的に、平成３年４月に財団法人岐

阜市国際交流基金として設立された。平成２４年４月には、公益財団法人へ移行し、「公益財

団法人岐阜市国際交流協会」となった。平成２７年７月からは「みんなの森 ぎふメディアコ

スモス」を拠点として活動し、国際交流・多文化共生推進事業を実施してきた。 

令和５年度は、SNSを活用した外国人市民との双方向のキャッチボール型情報発信、企業や学

校等が行う多文化共生を推進するイベントや講座に人材を派遣する人材バンクを設置し活用す

ることを行うほか、日本語ボランティア教室とのネットワークをより強固なものとするため団

体活動に助成する事業を新たに実施する。 

また、今後も増加が見込まれる外国人市民が安心して暮らすことができるよう、昨年度に引

き続き、「外国人市民向けの相談窓口」及び「外国人のための日本語講座」等の充実に努める

とともに、日本人市民と外国人市民との国際交流・多文化共生推進事業を行うほか、災害時に

は岐阜市と連携し岐阜市災害時多言語支援センターを設置し支援することに加えて、ウクライ

ナ避難民支援を実施していく。 

 

＜事業計画＞ 

１ 情報提供・広報啓発事業 （４９１千円） 

国際交流及び多文化共生推進の取り組みを広く市民に紹介するため、当協会及び岐阜市を

はじめ国、県、他市町村等が作成した各種の多言語資料のほか、国際交流イベント、ボラン

ティア活動、多文化共生推進事業や岐阜市の友好姉妹都市など国際交流に関する様々な情報

を提供する。 

 

・ ｢インターナショナルインフォメーションスタンド｣の運営 （１３千円） 

・ ホームページによる国際交流・多文化共生推進イベント等の情報発信（０円） 

・ ｢国際交流ニュースＧＩＦＵ｣の発行 （４７８千円） 

 

２ 国際交流推進事業 （２，３４８千円） 

岐阜市の友好姉妹都市等から来岐する訪問団の受入れ及び各種交流事業の実施などにより

草の根交流の推進を図る。また、外国文化の理解促進を目的として、各国・地域の文化や言

語を紹介するイベント等を実施する。 

（１）友好姉妹都市等訪問団受入事業 



 

・ 友好姉妹都市等交流推進事業 （１，９０９千円）受託事業 

【内容】岐阜市の友好姉妹都市等の民間訪問団を受入れ、市民との交流を図るなど国

際交流の推進を目的とした事業を実施する。また、岐阜市が実施する国際交

流月間等において、民間交流をはじめとした友好姉妹都市等との交流につい

て広く市民に周知する事業を実施する。 

  

 ・ 中国（杭州）国際少年児童マンガコンクール作品募集及び展示 （１２８千円） 

  【内容】子どもたちから、友好都市である中国・杭州市との文化交流を目的に作品を募

集し、中国（杭州）国際少年児童マンガコンクールに出展する。また、受賞し

た作品の展示及び授賞式を行う。 

 

（２）国際理解事業 

・ 外国文化理解講座 （１４０千円） 

【内容】外国文化の理解促進を目的として、外国人市民などを講師に、各国・地域の文

化や言語を紹介する講座を実施する。 

 

・ ハローギフ・ハローワールドへの参加 （１２千円） 

【内容】県内の国際交流団体等が一堂に会し、各国・地域の文化紹介や情報提供を行う

イベントに参加する。(主催：公益財団法人岐阜県国際交流センター､運営：岐

阜県国際交流団体協議会) 

 

   ・ 国際理解出前講座 （１０千円） 

【内容】市民の異文化理解を深め、国際交流の促進を図るため、外国人スタッフ等が小

中学校等に出向き、各国・地域の文化を紹介する。 

 

・ 国際理解啓発事業 （９９千円） 

【内容】各国・地域の文化や習慣等の異文化を学ぶ機会を提供するため、国際理解に

関する事業を実施する。 

   

（３）国際交流事業 

   ・ 国際交流事業 （５０千円） 

【内容】当協会が事務局を担う岐阜スロバキア友好協会と連携して、スロバキア共和

国との交流等について周知するなど、国際交流に関する事業を実施する。 

 

 

３ 多文化共生推進事業 （９，７０６千円） 



 

外国人市民の自立と社会参画の推進を目的として、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」

の多文化交流プラザを拠点に、多言語による相談窓口の設置や日本人市民と外国人市民の交

流を促進する事業を実施する。また、国際交流及び多文化共生の推進に携わるボランティア

人材の育成やコミュニティとの連携に資する事業を実施する。 

 

（１）外国人支援事業 

・ 外国人のための日本語講座 （２，１４２千円） 

  ※岐阜市補助事業 

【内容】外国人市民が日本で自立した生活を送るための一助とすることを目的に、日

常生活で必要となる基本的な日本語を習得するための講座を実施する。 

    

・ 外国人のための日本語講座成果発表会 （１０８千円） 

【内容】外国人市民が日本語講座で勉強した成果を発表する場を提供し、学習する意

欲の向上を図る。 

 

   ・ 外国人のための日本語入門講座 (２５千円) 

【内容】初級日本語を学ぶ講座をボランティアが講師となり実施する。 

 

   ・ 外国人市民向け相談窓口及び資料発行事業 （２，３０３千円）受託事業 

【内容】外国人市民が安心して暮らすことができる生活支援を目的として、英語、中

国語、タガログ語、ポルトガル語及びベトナム語に対応する相談窓口を多文化

交流プラザに設置するとともに岐阜市役所の窓口等で通訳や行政文書等の翻

訳を行う。 

また、外国人市民向けの資料を多言語で作成し、情報発信を行う。 

 

・ 外国人市民への双方向の情報発信事業 （１７３千円）【新規】受託事業 

【内容】外国人市民が本市で生活する上で必要な情報を届ける手段として、外国人の

使用頻度が高いアプリなどを導入し、外国人コミュニティ関係者や外国人市

民への双方向の情報発信を行う。 

 

・ 外国人のための防災事業 （７７千円）受託事業 

【内容】外国人市民の防災意識の啓発や防災知識の習得を目的とした防災事業を実施

するほか、岐阜市都市防災部と連携し、イベント等において「岐阜市災害時

多言語支援センター」の周知を図る。 

 

   ・ 多世代“学び”交流事業 （４１千円）受託事業 



 

【内容】外国にルーツを持つ児童の学習支援を目的として、シニアの方や日本語の教

え方講座の受講者など多様な人材を活用し、交流を通して学校の宿題や日本

語を教える事業を実施する。 

 

 ・ ホームステイ・ホームビジット事業 （４０千円）受託事業 

【内容】外国人留学生等を家庭に受入れ、日本の生活や文化を体験してもらい日本人

と交流するホームステイ・ホームビジットを大学等と連携して実施する。 

 

・ ウクライナ避難民に対する日本語学習支援事業 （２，８５０千円） 

 【内容】ウクライナ避難民を対象に基本的な日本語学習を支援する。また、歴史・文化・ 

教育施設等を訪ね学習した日本語を実践的に使える機会を提供する。 

 

（２）多文化交流事業 

・ 多文化交流促進事業 （１３４千円） 

【内容】国際交流・多文化共生の促進を目的として、日本人市民と外国人市民の交流

事業を実施する。 

 

・ 多文化交流「場所づくり」事業 （１，０８１千円）受託事業 

【内容】多文化交流プラザにおいて、各国・地域の文化や言語を紹介するイベントを

行うなど、日本人市民と外国人市民の交流・学び・創造の場を提供する事業

を企画し、交流しやすい場所づくりを行う。 

 

   ・ 多文化交流イベント事業 （１３１千円）受託事業 

【内容】市内で活動する国際交流団体及び大学又は専修学校等と連携し、外国文化の

紹介や体験等を実施するほか、国際交流団体等の活動紹介など国際交流・国

際協力・多文化共生に関する展示等を行う。 

 

（３）ボランティア育成事業 

・ ボランティア活躍・日本語教育人材育成事業 （３１０千円）受託事業 

【内容】国際交流や多文化共生の推進に携わるボランティア人材の発掘、育成、活躍

の場の提供を目的として、ボランティア向けの講座を実施する。 

 

（４）外国人との協働事業 

・ コミュニティ等との連携事業 （９４千円）受託事業 

【内容】地域コミュニティ、学校及び企業、警察等と連携し、外国人市民がより生活

に密着した地域の情報を入手することができるよう、外国人市民と日本人市



 

民の交流を目的としたイベントを開催するほか、外国人市民が日本のルール

を学ぶための講座等を開催する。 

 

・ 外国人市民の意見反映事業 （１２２千円）受託事業 

【内容】多文化共生推進施策を展開するうえで、多様な文化や考え方を背景とした外

国人市民の意見がより事業に反映されるよう、外国人市民からの意見聴取を

行う。 

 

・ 「多文化共生推進リーダー人材バンク」活用事業 （７５千円）【新規】受託事業 

【内容】市内で活躍する外国人市民や、多文化共生を推進する日本人市民を「人材バ

ンク」として登録する制度を創設し、企業、学校及びコミュニティ等が実施

する多文化共生推進に資するイベント及び講座等へ人材を派遣する。 

 

 

４ 民間活動支援・連携事業 （１,４０８千円） 

市民及び各種団体が実施する国際交流、国際協力又は多文化共生推進活動に対し、事業予

算に応じて助成金を交付するほか、必要に応じて企画及び実施を支援する。 

 

・ 草の根交流助成事業 （１,００４千円） 

【内容】岐阜市における国際交流、国際協力及び多文化共生の推進を目的として実施さ

れる事業に対し、事業予算に応じて上限２５０千円の助成金を交付する。 

 

・ 日本語ボランティア教室とのネットワーク構築事業 （４０４千円）【新規】 

【内容】当協会が中心となり、日本語ボランティア教室とのネットワークを構築すると

ともに、各ボランティア団体が行う活動に対し助成金を交付する。 


